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◆「残業」 

 今回は皆さんから照会の多い残

業に関して、労働時間の把握に係る

残業許可制度を中心に整理したい

と思います。 

◆「労働の原則」 

 法律上法人は原則として１日８

時間週４０時間を超えて労働させ

ることはできません。また、休日は

週１回又は４週４日を付与しなけ

ればなりません。 

 しかし、使用者は、一定の要件を

満たせば、労働者に対して残業（時

間外・休日労働）を命令することが

可能となっています。 

◆「労働時間とは」 

 労働時間とは使用者の指揮命令

に置かれている時間であり、使用者

の明示又は黙示の指示により労働

者が業務に従事する時間をいいます。 

◆「タイムカード」 

 労働時間の把握は、原則的には、

使用者が自ら現認するか、タイムカ

ード等の客観的な記録を基礎とす

ることになっています。 

 但し、タイムカードの打刻時刻と

実際の労働時間には誤差が生じる場

合があります。 

◆「残業許可制」 

 残業許可制とは、職員が所定の労

働時間を超えて業務を行う場合、事

前に上司の許可を得ることを義務

付ける制度です。 

 裁判においても残業許可制によっ

て適切に時間外労働が管理されて

いる場合は、許可書によって労働時

間を認定すべきであると判断してい

ます。 

◆「黙示の命令」 

 残業許可制があっても、労務管理

が適切に運用されていないと賃金の

支払い義務が生じる恐れがあります。 

 労働者が残業の申請をせずに実際

に作業している場合に、管理者が放

置していると、黙示的な命令として

労働時間として評価されることにな

ります。 

◆「残業許可制の適正な運用」 

 残業許可制度は、事業所が残業を

適切に管理し、未払い残業代の発生

を防ぐために重要な制度です。 

 残業許可制を適正に運用するため

には以下について整備することが必

要です。 

❶残業申請の手続きを整備する 

❷管理職への教育・研修を実施する 

❸タイムカードを正確に活用する 

❹違法な残業代の未払いを放置し

ない 

■「当事務所より一言」 

 今年も１年間ありがとうございました。 

 来年もよろしくお願いします。 

 皆さん良いお正月をお迎えください。  
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